
 
 

 
 

AQUA STAND ウォーターサーバーレンタル契約基本規定 
 
貸主 
商号：株式会社アクアスタンド 
住所：広島県広島市中区八丁堀 4-1 

アーバンビューグランドタワー11Ｆ 
電話：0120-554-213 
 

本規程は，AQUA STAND ウォーターサーバーレンタル
契約申込書及び申込フォームにて AQUA STAND ウォータ
ーサーバーレンタル契約を（以下，「本契約」といいます。）
の締結を申し込まれたお客様と株式会社アクアスタンド
（以下「アクアスタンド」といいます。）との間において締
結される本契約に適用されます。 
 
第１条 契約の目的 
 アクアスタンドは，お客様に対し，AQUA STAND ウォ
ーターサーバー（ウォーターサーバー本体１台・フロート１
個・カートリッジ１個・タンク受けリング１個を収納するタ
ンク本体１個のことをいいます。）を本規程の条件により賃
貸し，お客様はこれを借り受けます。 
 
第２条 契約の成立 
 １ 本契約は，お客様が AQUA STAND ウォーターサー
バーレンタル契約申込書及び申込フォームに必要事項を記
入の上，これをアクアスタンドに提出することにより申込
みをし（アクアスタンドの代理店を介して提出する場合を
含みます。），アクアスタンドがこれを承諾することにより
成立します。 
 
 ２ 前項のお客様の申込みに基づいてアクアスタンドが
AQUA STAND ウォーターサーバーの発送の準備をした場
合は，アクアスタンドが前項の承諾をしたものとみなしま
す。 
 
 ３ アクアスタンドが AQUA STAND ウォーターサーバ
ーの発送を行い，お客様に対して引渡しが完了した翌日か
らレンタル開始とみなします。 



 
第３条 お客様情報の届出・変更 
 １ お客様は，AQUA STAND ウォーターサーバーレン
タル契約書及び申込フォームにお客様の氏名，住所，生年月
日，連絡先，AQUA STAND ウォーターサーバーの設置場
所等のアクアスタンドが指定する事項を正確に記入し，ア
クアスタンドに届け出ます。また，同時複数契約のお客様は，
アクアスタンドが指定する資料（個人のお客様の場合には
運転免許証又は健康保険証の写し，法人の場合には登記事
項証明書の写し又は印鑑証明書の写し）を提出します。 

２ お客様は，前項でアクアスタンドに対して届出及び
提出をした事項に変更が生じた場合には，遅滞なくアクア
スタンドに対して，生じた変更の内容を再度届出及び提出
します。 
 ３ お客様が前項の届出及び提出を怠ったことに関連し
てお客様に生じた一切の不都合，不利益，又は損害について
アクアスタンドは一切の責任を負わないものとします。 
 
第４条 通知及びサービスの提供場所 
 １ アクアスタンドのお客様に対する本契約に関する通
知は，すべて前条第１項及び同第２項によって届け出られ
たお客様の住所地に対する郵送又はメールアドレスに対す
る送信により行うものとします。これらの方法によりアク
アスタンドがした通知は，同通知の発信から起算して１週
間後にお客様に到達したものとみなされるものとします。 
 ２ AQUA STAND ウォーターサーバーのメンテナンス，
修繕，配送，回収等の本契約に関してアクアスタンドがお客
様に対して提供するサービスは，すべて前条第１項及び同
第２項によって届け出られた AQUA STAND ウォーターサ
ーバーの設置場所において行われるものとします。ただし，
日本国外及び日本国内であってもアクアスタンドがサービ
ス適用範囲外と別途指定する地域においては，当該サービ
スの全部又は一部が行えない場合があること，当該サービ
スの全部又は一部の実施について本規程の定めにかかわら
ず別途の手数料がかかる場合があることをお客様は了承す
るものとします。 
 
第５条 引渡 
 １ アクアスタンドは，お客様に対し，AQUA STAND ウ
ォーターサーバーを第３条第１項及び同第２項によって届
け出られた設置場所において引き渡します。 
 ２ お客様は，前項の引渡が円滑に行われるようアクア



スタンドに協力するものとします。 
 ３ 第１項に基づく引渡の費用は，原則として，アクアス
タンドの負担とします。ただし，引渡場所が以下の地域に該
当する場合は，お客様は，アクアスタンドに対し，引渡手数
料として AQUA STAND ウォーターサーバー１台当たり２，
０００円（税込２，２００円）を引渡の際に現金で支払いま
す。  北海道，沖縄県 
 ４ アクアスタンドがお客様に対して第１項の引渡の準
備をしたことを通知した日から２週間を経過しても第１項
の引渡が完了しなかった場合，アクアスタンドは，お客様に
対し，催告その他の手続を要することなく直ちに本契約を
解除することができます。 
 ５ 前項の規程によって本契約が１年以内に解除された
場合，お客様は，アクアスタンドに対し，違約金として１５，
０００円（税込１６，５００円）を支払います。１年以上利
用し，更新月以外で本契約が解除された場合は違約金とし
て１２ヶ月分金額から既に支払済の金額を引いた金額(残月
数の金額) を支払います。ただし，アクアスタンドに当該金
額を超える損害が発生している場合，その超過額の損害賠
償を請求することを妨げないものとします。 
 
第６条 契約期間 

１ アクアスタンドが前条の規定に基づいてお客様に対
して AQUA STAND ウォーターサーバーを引き渡した日の
翌日を，レンタル開始日とします。 
 ２ 本契約の有効期間は，レンタル開始日から１年間と
します。 
 
第７条 レンタル料と支払い方法 
 １ 本契約に基づくレンタル料は，レンタル開始日を起
算点として初月は日割計算，その後は１ヶ月ごとに家庭用
プランの場合，２，９８０円（税込３，２７８円），店舗・
オフィス用プランの場合，３，９８０円（税込４，３７８円）
とします。 
 
 ２ 支払方法 

月払い・・・・お客様は，アクアスタンドに対し，以下の
方法及び期限により，前項の１か月ごとのレンタル料を支
払います。ただし，アクアスタンドがお客様に対して本規程
と異なる支払方法および支払金額の指定を行った場合は，
本条の規定にかかわらず，当該指定のとおりに支払うこと
とします。 



 
初月分及び２か月目，３か月目分を初回代金とし初月は

第 6 条第 1 項より日割計算を行う。ただし，1 ヶ月を 30 日
として計算し，３か月目の２７日限り，４か月目～１２か月
目分／各月が開始する日が属する月の前月の２７日限り／
口座引落又はクレジットカード又のいずれかのうちお客様
が選択した方法。ただし，支払期限までに口座引落又はクレ
ジットカードによる支払を行うことができない場合は，振
り込みその他アクアスタンドが指定する方法。 

クレジットカード払いを希望する場合，予めアクアスタ
ンドよりメールにて決済ページを送信し，所定の申込フォ
ームに従い申し込むものとします。 
      
年一括払い・・・前項の年間レンタル料およびアクアスタン
ドが指定する支払金額に対しアクアスタンドが指定する割
引率に従って割引された金額を一括でお支払する方法。支
払手段は，口座引落又はクレジットカードとします。また，
第１１条の規定による更新後の支払手段も同様とします。
クレジットカード払いを希望する場合，予めアクアスタン
ドよりメールにて決済ページを送信し，所定の申込フォー
ムに従い申込むものとします。 
 
 ３ 本契約が中途解約，解除等の理由の如何を問わず有
効期間の途中で終了した場合，本契約の有効期間の最終日
が属する月分のレンタル料については日割計算をせず，お
客様はアクアスタンドに対して，家庭用プランの場合，２，
９８０円（税込３，２７８円），店舗・オフィス用プランの
場合，３，９８０円（税込４，３７８円）の満額を支払うこ
ととします。 
また，年一括支払い済みの場合はその限りではないものと
し，残日数のレンタル料の返金は行わないものとする。 
 

４ 口座振替又はクレジットカードによる決済ができず，
弊社が郵送にてお振込をお願いさせていただく場合，発行
ごとに手数料として３００円（税込３３０円）をご負担いた
だきます。 
 
第８条 お客様の遵守事項 
 １ お客様は，AQUA STAND ウォーターサーバーを使
用するにあたり，以下の各事項を遵守するものとします。 

お客様は，AQUA STAND ウォーターサーバーの所有権
がアクアスタンドに帰属することを認識の上で，取扱説明



書において定められた使用方法に従って AQUA STAND ウ
ォーターサーバーを使用し，善良なる管理者の注意義務を
もって管理します。 

お客様は，AQUA STAND ウォーターサーバーを，お客
様が個人の場合には家庭生活用の目的にのみ使用し，お客
様が法人の場合には事務所・店舗における飲用の目的にの
み使用するものとし，その他の目的には使用しません。 

お客様は，AQUA STAND ウォーターサーバーを無断譲
渡したり，無断転貸したりしません。 

お客様は，AQUA STAND ウォーターサーバーを改造し
たり，原状変更したりしません。 

お客様は，AQUA STAND ウォーターサーバーについて，
故障又は破損等により修繕が必要となった場合又は正常の
作動をしていない疑いがある場合，アクアスタンドに対し，
遅滞なく連絡をします。 

お客様は，以下の使用上の注意を遵守します。 
・AQUA STAND ウォーターサーバー内の水は出来るだけ
速やかに消費し，３日以上放置しないこと。 
・取扱説明書の記載方法に従って，定期的（夏は１週間に一
度，冬は１か月に二度程度を推奨）にサーバー内タンク及び
フロート，上部タンクの洗浄，お手入れをおこなうこと。 
・取扱説明書を熟読の上で，取扱説明書に従った使用・取扱
をすること。 
・AQUA STAND ウォーターサーバーを室温３０度以上の
場所に長時間設置し使用しないこと。 
・AQUA STAND ウォーターサーバーを直射日光に当たる
場所で使用しないこと。（水が変質する可能性があります。
長時間ご利用されず水が滞留したまま光にさらされますと，
緑色に変色する場合がありますのでご注意ください。） 
・AQUA STAND ウォーターサーバーを長時間，蛍光灯や
電照灯のある場所に設置 
しないこと。 
・AQUA STAND ウォーターサーバーに他社の水ボトルを
接続しないこと。 
・その他，アクアスタンドが指定した禁止行為をしないこと。 
・AQUA STAND ウォーターサーバー設置後，移動もしく
はご自身でメンテナンスをされる場合において，お湯のコ
ックから水が出るのを確認してから電源を入れること（空
焚き防止のため）。 
・温水タンクの構造は水圧によりお湯が出るようになって
おりますので，冷水残量が少なくなった場合は，お湯は出に
くくなります。 



・電源，温水スイッチを切らないで使用すること。 
・上部タンクをサーバー差し込み口に正常にセットするこ
と（水漏れ防止のため）。 
・上部タンクに注ぐ水は，常温水道水を使用し，これ以外の
温水，雨水や汚水等を使用しないこと。 
・下部タンクに溜まる水量は最低水位を維持し，上部タンク
の黒い帯部分を越える水量は入れないようにご利用くださ
い。注ぐ水量が多い場合，上部・下部タンクの間より水漏れ
の恐れがあります。 
・上部タンクに水を注ぐ際にはピッチャー，ペットボトル等
を使用し，ヤカン等の金属容器を使用しないこと。 
・洗剤や油分が付着した容器の水を使用しないこと（カート
リッジの破損を避けるため）。 
・長期間（３日間程度以上）使用されない場合には，上部タ
ンク及びサーバー内の水を空にすること（電源を切り，上部
タンクを空にし，コックから全ての水（お湯）を排出させた
後，サーバー内に溜まっているお湯を後部ドレンから水抜
きをしてください。この際，熱いお湯が排水される為，火傷
に注意してください。）。 
・カートリッジ洗浄のために，洗剤を使用しないこと。 
・上部タンクの設置はサーバーとの嵌め込みを確認するこ
と（上部タンクは固定されておりませんので衝撃により転
倒，落下する場合がありますので十分に注意してくださ
い。）。 
・上部タンクとサーバーとの間に隙間がないことを確認し，
水平な場所に設置すること。 
 
第９条 必要費及び有益費 
 お客様は，アクアスタンドに対し，AQUA STAND ウォ
ーターサーバーについての必要費及び有益費の償還を請求
できないものとします。 
 
第１０条 修理・修繕 
 １ アクアスタンドは，AQUA STAND ウォーターサー
バーについて故障，破損又は瑕疵があると認められる場合，
当該故障，破損又は瑕疵について修理，修繕，又は交換をし
ます。ただし，当該故障，破損又は瑕疵の存在がお客様の責
めに帰すべき事由に起因する場合，修理，修繕，又は交換に
要する費用はお客様の負担とします。 
  

２ アクアスタンドがお客様に対して引き渡した AQUA 
STAND ウォーターサーバーの隠れた瑕疵によりお客様に



生じた損害について，アクアスタンドは，お客様に対し， 
前項の修理，修繕又は交換のほかにこれを賠償する義務を
負いません。 
 
 
 
第１１条 契約更新及びメンテナンス 
 １ 本契約の有効期間の満了の２か月前までにお客様が
アクアスタンドに対して本契約を更新しない旨の通知をさ
れない限り，本契約は，さらに１年間自動延長されるものと
し，以後も同様とします。また，年一括支払いのお客様にお
いては，更新時に次年度の年一括レンタル料として家庭用
プランの場合，２，９８０円（税込３，２７８円）の１２か
月分から５％を割引した利用料３３，９７２円（税込３７，
３６９円），店舗・オフィス用プランの場合，３，９８０円
（税込４，３７８円）の１２か月分から５％を割引した利用
料４５，３７２円（税込４９，９０９円）を支払うものとし
ます。 
 ２ 店舗・オフィス用プランの場合，本契約が有効期間の
満了により終了せず，さらに１年間延長される場合，アクア
スタンドは，お客様に対し，引渡済みの AQUA STAND ウ
ォーターサーバーについて，以下の内容のメンテナンスを
実施します。お客様は，当該メンテナンスの円滑な実施に協
力するものとします。 
 ・サーバーの洗浄 
 ・タンクその他の部品の洗浄 
 ・カートリッジの交換 
 ・その他アクアスタンドが指定する内容のメンテナンス 
 ３ 家庭用プランの場合，本契約が有効期間の満了によ
り終了せず，さらに１年間延長される場合，アクアスタンド
は，お客様に対し，引渡済みの AQUA STAND ウォーター
サーバーについて，カートリッジを郵送し，お客様自身でカ
ートリッジを交換します。 
 また，２年に１度以下の内容のメンテナンスを実施しま
す。お客様は，当該メンテナンスの円滑な実施に協力するも
のとします。 
 ・サーバーの洗浄 
 ・タンクその他の部品の洗浄 
 ・カートリッジの交換 
 ・その他アクアスタンドが指定する内容のメンテナンス 
 
第１２条 中途解約 



 １ お客様は，本契約の有効期間中であっても，２か月前
までに事前の通知をすることにより，本契約を中途解約す
ることができます。 
 ２ お客様が前項の規定により有効期間の満了前に本契
約を中途解約した場合，お客様は，アクアスタンドに対し，
中途解約違約金として他の金銭の支払とは別途１５，００
０円（税込１６，５００円）を支払います。ただし，前条の
規定に基づく更新後に中途解約により本契約が終了する場
合，当該中途解約違約金の額は１２ヶ月分金額から既に支
払済の金額を引いた金額(残月数の金額)とします。また，年
間レンタル料一括支払い済みのお客様に限り，違約金請求
は行わず中途解約することができます。ただし，残日数のレ
ンタル料の返金は行わないものとする。 
 
第１３条 解除及び期限の利益の喪失 

１ アクアスタンドは，お客様が次の各号のいずれか一
つに該当するときは，何らの催告を要せず直ちに本契約を
解除することができます。 
（１）お客様が本契約に基づくレンタル料の支払いを怠り
７，０００円(税込７，７００円)に達したとき 
（２）お客様が第３条第１項又は第２項の規定に違反した
とき 
（３）お客様が第８条の規定に違反したとき 
（４）前３号を除きお客様が本契約の規定に違反したとき 
（５）支払停止があった時又は支払不能の状態になったと
き 
（６）仮差押，仮処分，強制執行，競売の申立て，滞納処分
若しくは保全差押を受けたとき，破産，民事再生，会社更生，
特別清算の手続開始の申立てがあったとき，特定調停の申
立てがあったとき，その他これらに類する法的手続の開始
の申立てがあったとき。 
（７）第３条第１項又は第２項の規定に基づくお客様の届
出等の内容が虚偽であったとき。 
（８）アクアスタンドの所有権，名誉権その他の権利又は利
益を侵害し，又は，侵害するおそれのある行為をしたとき 
（９）お客様が以下の事項のうちの一つに該当するとき 
① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員 
② 同法第２条２号に規定する暴力団と関係を有しその組

織の威力を背景として同法第２条１号に規定する暴力
的不法行為等を行う者又はその組織の維持及び運営に
協力し若しくは関与する者 



③ 同法第２条１号に規定する暴力的不法行為等を行う者 
④ かつて前①ないし③のいずれかに該当し，それに該当し

なくなってから５年を経過しない者 
⑤ 前①ないし④のいずれかに該当する者が，その名目を問

わず資金提供や出資を行い，方法の如何によらず支援・
賛助を行い，または，その事業活動を支配する者 

⑥ 取締役，執行役，相談役若しくは顧問その他名称を問わ
ずその事業に支配力を有する者又は監査役（以下「役員
等」という。）に前記①ないし④のいずれかに該当する者
が就任していること 

⑦ 前①ないし④のいずれかに該当する者をその業務に従
事させ，又はその業務の補助者として使用する者 

⑧ 以上のほか，反社会的活動を行っていること，反社会的
勢力に該当すること，又は，反社会的勢力と密接な関係
があること 

 ２ 前項の規定に基づいて本契約が解除された場合，お
客様は，アクアスタンドに対し，解約違約金として他の金銭
の支払とは別途１０，０００円（税込１１，０００円）支払
います。ただし，アクアスタンドに当該金額を超える損害が
発生している場合，その超過額の損害賠償を請求すること
を妨げないものとします。 
 ３ 第１項の規定に基づいて本契約が解除された場合，
本契約に基づくすべてのお客様のアクアスタンドに対する
一切の債務について，通知催告を受けなくても当然に期限
の利益を喪失し，直ちに債務全額を支払います。 
 
第１４条 契約終了後の返還 
 １ 本契約が終了した場合，お客様は，アクアスタンドに
対し，直ちに，アクアスタンドが指定する方法により，
AQUA STAND ウォーターサーバーを返還しなければなり
ません。 
 ２ 前項に基づく AQUA STAND ウォーターサーバーの
返還の費用は，第１１条第１項規定の本契約を更新しない
旨の通知に基づいて本契約が有効期間の満了により終了し
た場合はアクアスタンドの負担とし，それ以外の場合はお
客様の負担とします。 
（途中解約） 
返却先：〒730-0012 
    広島県広島市中区上八丁堀 4-1 
    アーバンビューグランドタワー11Ｆ 
    株式会社アクアスタンド 
 ３ お客様が第１項の規定に反して AQUA STAND ウォ



ーターサーバーを返還しない場合，お客様は，アクアスタン
ドに対し，契約終了日の翌日から起算して１か月あたり６，
０００円（税込６，６００円）規定損害金（１か月に満たな
い部分は日割計算とする）を他の金銭の支払とは別途支払
います。 
 
第１５条 損害賠償 
 １ お客様又はアクアスタンドは，故意又は過失により，
本契約に定める義務に違反した場合，これにより相手方に
生じた損害を賠償します。ただし，アクアスタンドが本契約
に定める義務に違反したことによりお客様に生じた損害
（アクアスタンド，アクアスタンドの代表者又はアクアス
タンドの使用する者の故意又は重大な過失によるものを除
きます）についてのアクアスタンドの賠償責任は，当該損害
発生時点におけるお客様がアクアスタンドに支払済みの一
切の金銭の合計額を限度とします。 
 ２ 第８条の規定の一つにお客様が反したことに起因し
て生じたお客様の損害，第１１条第２項又は第３項所定の
協力義務にお客様が反したことによるメンテナンスの不実
施に起因して生じたお客様の損害，その他お客様が本契約
の規定に違反したことに起因して生じたお客様の損害につ
いて，アクアスタンドは，その損害を賠償する責任を負わな
いものとします。 
 ３ お客様の故意又は過失により AQUA STAND ウォー
ターサーバーが紛失若しくは滅失した場合，又はその全部
又は一部が毀損して修理・修繕することが不能若しくは困
難な場合，お客様は，アクアスタンドに対して，商品代金と
して５０，０００円（税込５５，０００円）を支払います。
お客様が取扱説明書の記載に反する使用方法を行った場合
は，当該過失が存在したものとみなします。 
 
第１６条 免責 

天災地変，戦争，暴動，内乱，その他の不可抗力，法令の
制定・改廃，公権力による命令・処分，争議行為，輸送機関・
通信回線又は保管中の事故，取引先の債務不履行，その他ア
クアスタンドの責めに帰すことができない事由による本契
約に基づくアクアスタンドの債務の全部又は一部の履行遅
滞又は履行不能について，アクアスタンドは責任を負いま
せん。 
 
第１７条 遅延損害金 
 お客様が本契約に基づくアクアスタンドに対する債務の



支払を怠ったとき，お客様は，アクアスタンドに対して，支
払済みに至るまで年１４．６パーセントの割合による遅延
損害金を支払うものとします。 
 
第１８条 権利債務の譲渡等禁止 
 お客様は，本契約上の地位又は本契約に基づき発生した
債権若しくは債務を，アクアスタンドの書面による同意な
く第三者に承継，譲渡その他一切の処分をしてはならない
ものとします。 
 
第１９条 個人情報の取扱 
 １ アクアスタンドは，第３条第１項及び第２項に基づ
いて取得した情報，その他本契約に関して知り得たお客様
に関する情報（以下「本個人情報」といいます。）を，本契
約及び法令に従って適正に管理します。 
 ２ アクアスタンドは，本個人情報を本契約の履行のた
めに使用する外，以下の各号に該当する目的のために用い
ることができ，お客様はこれに承認するものとします。 
本契約に基づく取引以外のアクアスタンドのサービス及び
商品に関するマーケティング，販売促進，各種キャンペーン
等の活動のため 
 ３ アクアスタンドは，本個人情報を第三者に開示，利用，
漏洩しません。ただし，アクアスタンドが本契約に関する業
務の全部又は一部を第三者に委託して行わせる場合は，当
該第三者に対して当該委託のために必要な限度において本
個人情報の全部又は一部を開示し，利用させることができ
るものとし，お客様はこれに承認するものとします。 
 ４ お客様からの本個人情報の開示，訂正，追加又は削除
の御請求につきましては，以下を窓口とするものとします。 
アクアスタンドお客様サポートセンター（TEL 0120-554-
213） 
 
第２０条 準拠法 
 本契約は日本法を準拠法とし，日本法に従って解釈され
るものとします。 
 
第２１条 管轄 
 本契約に関する一切の扮装は，広島地方裁判所を第１審
の専属管轄裁判所とします。 
 
 
プライバシーポリシー（個人情報保護方針） 



 

株式会社アクアスタンド（以下「当社」といいます。）は，ウォ

ーターサーバーレンタル事業・カスタマイズカートリッジの製

造及び販売事業及び販売事業における個人情報保護の重要性

を認識し，お客様の信頼に応えるために，次の事項を定め，役

員及び従業員が一体となってこれを遵守し，もって個人情報の

保護及び個人の権利利益の保護に万全を尽くしてまいります。 

 

１．当社は，個人情報の取扱いに関する法令，国が定める指針

その他の規範を遵守いたします。 

 

２．当社は，個人情報を適正に取得いたします。個人情報の利

用目的を通知または公表し，その利用目的の範囲内におい

て使用いたします。また，利用目的の範囲を超えた個人情

報の取り扱いを行わないために必要な対策を講じます。 

 

３．当社では，すべての役員・従業員が個人情報保護の重要性

を理解し，個人情報を適切に取扱うよう教育いたします。 

 

４．当社は，個人情報の漏洩，滅失又は毀損等の防止及び是正

のため，適切な安全管理措置を実施いたします。 

 

５．当社は，法令に定める場合又はお客様との間の契約関係に

基づく場合を除き，ご本人の同意なしにご本人の個人情報

を第三者に開示・提供いたしません。 

 

６．当社は，個人情報の取扱いを委託する場合には，個人情報

の安全管理が図られるよう適切に監督いたします。 

 

７．当社は，個人情報の開示・訂正等の手続を定めます。また，

個人情報の取扱いに関するご意見・お問い合わせに対応い

たします。 

 

８．当社は個人情報保護マネジメントシステムを定期的に見直

し，継続的に改善いたします。 

 

<<お問い合わせ>> 

当社の個人情報の取扱に関するお問い合わせは下記までご連

絡ください。 

株式会社アクアスタンド 

〒730-0012 

広島県広島市中区上八丁堀 4-1 



アーバンビューグランドタワー11Ｆ 

TEL：082-554-1120 FAX:082-563-8960 

MAIL：info@aquastand.net 


